
新設 24－１ 

 

団体名：                          

提出者：                 電話番号： 

■ ０ 全体 

２新設届 ３団体紹介届 ４予算・決算書 ５部員名簿 ６規約 ７その他 

□ 以下、全ての書類がそろっていますか？ 

□ 顧問・団体代表者（部長・主将）がすべての書類に目を通していますか？ 

■ ２ 愛好会新設届 

□ 公印（ない場合には代表者個人印）を押印していますか？ 

□ 顧問教職員の自筆署名、押印がありますか？ 

■ ３・４ 団体紹介届 ／ 予算・決算書 

□ 記入例に従い、不足なく記入されていますか？ 

□ 予算・決算書は、収入金額と支出金額が同額となっていますか？ 

■ ５ 部員(会員)名簿 

□ 部員全員の「学籍番号・氏名・学年」が書かれていますか？ 

□ 「部長・副部長・会計」は役職欄にその役職を記入していますか？ 

■ ６ 規約 

□ 以下の内容を確認しましたら、チェックをしてください。 

規約は、獨協大学学友会の公認団体としての存在意義を示した団体独自の 

ルールです。特に、「目的」「活動内容」は、その団体の存在そのものが記されていて、

団体が続く限り、ほぼ永続的に受け継がれていくべきものです。設立にあたり、部員間

で十分に議論し、顧問の先生にも確認した後、制定するようお願いします。 
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